
四日市市告示第 545 号 

三重県生活環境の保全に関する条例（平成 13 年 3 月 27 日三重県条例第 7 号）第 72

条の 4 第 2 項に基づき、次のように告示する。 

令和5年10月24日 

                     四日市市長  森 智広 

１．発表事項 

四日市市所有地における地下水汚染について 

２ 発表内容 

令和５年 10 月 23 日、三重県生活環境の保全に関する条例第 72 条の 4 第 1 項に

基づき、四日市市（諏訪町１番５号 四日市市長 森智広）から、けいりん事業課

所管地（四日市市大字羽津字古新田 2816 番 1）において、地下水汚染を発見した旨

の届出がありました。 

届出によると、当該地において自主的に土壌及び地下水を調査したところ「クロ

ロエチレン」が地下水基準を超過しました。当該地では過去に事業所が立地してい

ましたが、使用履歴は不明であり、四日市市が土地を取得した後も使用履歴はない

ことから、汚染原因は不明です。 

基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。 

 

＜地下水＞ 

物質名 
最大検出濃度 

（地下水基準の倍数） 
地下水基準 

クロロエチレン 0.038mg/L（19 倍） 0.002mg/L 

 

３ 対応方針 

（１）10 月 24 日に現地確認を行います。 

（２）地下水モニタリングを継続して実施するように、けいりん事業課に指導済み

です。 

（３）地下水汚染が到達する可能性のある範囲において環境政策課が井戸の有無を

調査します。 

 

 

 

（環境部環境政策課） 



地形図

この地図は三重県総合事務組合の承認を得て、

同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図を使用し、

四日市競輪場
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